
【通学路対策箇所図（東市来地域①）】 令和７年１月 時点 別添２－１４

14

県道養母長里線

：通学路（学校指定）

：通学路（法指定）

：要対策箇所

⑭排水もなく道路に大きな水溜まりができ、

路肩法面も危険である。

<対策メニュー>

・舗装修繕、排水対策、法面保護

鶴丸小学校

東市来中学校



【通学路対策箇所図（東市来地域②）】 令和７年１月 時点 別添２－１５

 大型車両の通行が多いが道幅

狭く危険。

<対策メニュー>

・道路改良を行い、路肩幅員を確

保して通行車両及び歩行者の安

全を確保する。

：通学路（学校指定）

：通学路（法指定）

：要対策箇所

⑲大雨に崖崩れの恐れあり。

（大雨の際は、通行しないよう

にさせている。）

〈対策メニュー〉

・道路改良を行い、ｼﾗｽ崖の

安全勾配確保を行う。

鶴丸小学校

東市来中学校

50

 歩道がなく、歩行者と

車両が錯綜して危険。

〈対策メニュー〉

・水路蓋掛

（歩行空間確保）

湯田小学校

２５

１９

市道湯之元浦田線
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 ～ 幅員も狭く車両離合が困難のため、歩行者

通行が危険である。

＜対策メニュー＞

・歩道設置または拡幅（道路改良）

（区画整理事業にて対応予定）

【通学路対策箇所図（東市来地域③）】 令和７年１月 時点 別添２－１６

平田橋

市道湯之元浦田線

文

 道幅が狭く、水路もあるため

転落の危険がある。

<対策メニュー>

・道路改良を行い、路肩幅員を確保して

26

市道湯之元向湯田線

市道湯之元福ヶ野線

市道湯之元上野線

湯田小学校

46

45

42
43・4415

16

40・41
38・39

市道元湯堀内線

：通学路（学校指定）

：通学路（法指定）

⑮～⑯幅員も狭く車両離合が困難のため、

歩行者通行が危険である。

<対策メニュー>

・道路改良、橋梁架替を伴う歩道整備

（区画整理事業にて対応予定）





市道堀内下原線

 道幅が狭く、見通しが悪い為危険。

<対策メニュー>

・道路改良を行い、路肩幅員を

確保して通行車両及び歩行者

の安全を確保する。

27

市道山田坂之上線

51

51 歩道がなく、歩行者と

車両が錯綜して危険。

〈対策メニュー〉

・水路蓋掛

（歩行空間確保）

別添２－１７【通学路対策箇所図（東市来地域④）】 令和７年１月 時点

湯田小学校

：通学路（学校指定）

：通学路（法指定）

：要対策箇所



市道荻立鉾線

：通学路（学校指定）

：通学路（法指定）

：要対策箇所

別添２－１８【通学路対策箇所図（東市来地域⑤）】 令和７年１月 時点

市道荻西田代線

文

文

 外側線がなく、歩行者通行が危険である。

<対策メニュー>

・外側線設置

⑳道幅が狭く、見通しが悪い為危険。

〈対策メニュー〉

・道路改良を行い、路肩幅員を確保して

通行車両及び歩行者の安全を確保する。

32

20

上市来中学校

上市来小学校



県道江口長里線

伊作田小学校

市道柿之迫江口線

 幅員が狭く車両離合の際、

歩行者通行が危険である。

<対策メニュー>

・蓋版設置

31

57

57 既設歩道の劣化が著しく通行不能で

通行児童の安全確保が必要。

<対策メニュー>

・歩道の整備

別添２－１９【通学路対策箇所図（東市来地域⑥）】 令和７年１月 時点

：通学路（学校指定）

：通学路（法指定）

：要対策箇所



別添２－２０【通学路対策箇所図（東市来地域⑦）】 令和７年１月 時点

伊作田小学校

鶴丸小学校

東市来中学校

：通学路（学校指定）

：通学路（法指定）

：要対策箇所

市道長里川北線

58

58 幅員が狭く車両離合の際、

歩行者通行が危険である。

<対策メニュー>

・水路蓋掛

（歩行空間確保）


